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MITSUI SUMITOMO INSURANCE DISCLOSURE 2015

コーポレートガバナンス

1.当社は、MS&ADインシュアランス グループ（以下「グルー
プ」）の中核事業会社として、グループの経営理念（ミッ
ション）、経営ビジョン、行動指針（バリュー）のもと、経営
資源の効率的な活用と適切なリスク管理を通じ、グルー
プの長期的な安定と持続的成長を実現するため、MS&AD
インシュアランス グループ ホールディングス株式会社
（以下「持株会社」）の株主を含めた様々なステークホル
ダーの立場を踏まえ、透明性と牽制機能を備え、加えて透
明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための経営体制
を構築し、企業価値の向上に努めます。

2.そのため、当社は、「三井住友海上 行動憲章」を全役職員へ
浸透させるよう努めるとともに、コーポレートガバナン
ス、コンプライアンス、リスク管理等を経営の重要課題と
して位置付け、積極的に取り組みます。

3.なお、当社は、完全親会社である持株会社との間で経営管
理契約を締結し、持株会社から経営に関する助言等を受
けています。

コーポレートガバナンス態勢

1.当社は、監査役会設置会社として、取締役会および監査役
の双方の機能の強化、積極的な情報開示等を通じ、ガバナ
ンスの向上に取り組みます。

2.取締役会の内部委員会として、委員会の過半数および委
員長を社外取締役とする「人事委員会」および「報酬委員
会」を設置し、実効性と透明性の高いコーポレートガバナ
ンス態勢を構築します。

監督の仕組み（取締役会）

取締役会の役割
1.取締役会は、法令・定款に定める事項のほか、経営戦略、資
本政策等の経営上の重要な事項について論議・決定を行う
とともに、取締役、執行役員の職務の執行を監督します。

2.取締役会は、健全性を基盤とした「成長の持続」と「収益
性・資本効率の向上」を実現し、中長期的な企業価値の向
上を目指します。

3.取締役会は、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立
させるため、執行役員制度を導入し、執行役員への業務執行
権限の委譲を進め、迅速な業務執行を行うとともに、経営意
思決定および監督を担う「取締役会」と業務執行を担う「執
行役員」の役割を明確化して、経営管理の強化を図ります。

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する
基本的な考え方

4.執行役員は、取締役会より委ねられた業務領域の責任者
として業務執行を行い、その業務執行状況について取締
役会に報告します。

取締役会の構成
取締役会は、多様な知見と専門性を備えたバランスの取れ
た構成とし、実質的な論議を可能とするため、取締役の員数
は定款で15名以内とし、取締役候補者は、「取締役候補およ
び監査役候補の選任基準（概要）」（後掲）にもとづき選任し
ます。
また、社外取締役を2名以上選任するものとし、経営から独
立した視点を取り入れ、監視・監督機能を強化し、透明性の
高い経営を行います。

取締役会における審議
取締役13名（男性12名・女性1名）のうち社外取締役を3名
（男性2名・女性1名）選任し、加えて社外監査役を3名（男性2
名・女性1名）選任することにより、取締役会で社外取締役・
社外監査役（以下 「社外役員」）の知見を得ながら実効性のあ
る審議を行っています。また、各部門を担当する取締役が出
席することで、より深みのある審議を可能としています。

戦略的な方向付けと経営計画
中期経営計画の策定においては、経営会議および取締役会
において建設的な審議を重ねています。
計画の遂行状況については、適時に総括を行い、取締役会に
おける審議を踏まえ、達成に向けたPDCAサイクルを回し
ており、今後も建設的な議論を行います。

社外取締役に期待する役割
社外取締役に期待する役割は次のとおりです。
・経営の方針や経営改善について、自らの職歴や経歴、知識
等にもとづき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業
価値の向上を図る、との大局的な観点から意見を述べる
こと。
・取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこ
と。
・会社と経営陣（注）等の関連当事者との間の利益相反を監
督すること。
・経営から独立した立場で、持株会社の株主をはじめとす
るステークホルダーに対する説明責任が果たせるか、と
いう観点等から牽制機能を果たすこと。
（注）当社の取締役・監査役・執行役員の総称（以下同じ）
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MITSUI SUMITOMO INSURANCE DISCLOSURE 2015

取締役および監査役のサポート体制・トレーニング
取締役および監査役がその役割や責務を実効的に果たすた
めに、当社は以下のとおり必要な社内体制を整備します。
・社外役員に対し、取締役会の事務局に各社外役員の担当
者を配置し、取締役会に付議される議事の事前説明を行
うなどのサポート体制を整備します。社外取締役は取締
役会事務局が、社外監査役は監査役室が補佐する体制と
しています。
・取締役および監査役に対し、就任時および任期中継続的
に情報提供・研修を行うための体制を整備します。

取締役会での活発な審議を促進するための取組み

を確保しています。
■取締役会の開催前に、経営会議を経て取締役会に付議され
る議案の経営会議における議事録を取締役および監査役に
配付しています。経営会議の審議内容を踏まえたうえで、取
締役会において新たな切り口で質疑応答がなされることに
より、活発な審議を促進します。

■社外役員連絡会の設置
・経営に関する重要事項を社外役員に説明し、社外役員の間
で情報交換・認識共有を図ることを目的として社外役員連
絡会を設置しています。

・社外役員連絡会は、社外役員および経営企画部担当役員に
より構成します。

・経営企画部担当役員は、経営に関する重要事項等の説明者
の立場で参加し、経営陣との連絡・調整や監査役または監査
役会との連携等の機能を果たします。

以下の取組みを実施しています。
■取締役会の議事資料を事前に配付しています。
■取締役会で補足説明を実施し、社外役員に対しては取締役
会の事務局が取締役会の議事について事前説明を実施して
います。
■年間スケジュールをあらかじめ早めに決定し、取締役およ
び監査役に対し通知することで、出席を促進しています。
■定時取締役会は月1回の頻度で開催することとし、必要に応
じて臨時取締役会を開催します。
■付議事項を適切に設定し、議事数を踏まえ、十分な審議時間
を確保するよう留意しています。
■議案の事前配付および全社外役員に対する事前説明がなさ
れることを前提に、定例報告かつ過去に質疑応答が少な
かった議案については、議案を所管する執行役員が議場で
補足説明を行わないこととし、重要な議案に係る審議時間

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

株主総会

監査役会

人事委員会 報酬委員会

監査役
取締役会

経営会議

取締役 ： 13名
（うち社外取締役 ： 3名）

執行役員：39名※含む取締役兼務者

会長執行役員、社長執行役員、
副社長執行役員、専務執行役員、
常務執行役員（本社各部担当）

会
計
監
査
人

経営意思決定
監督

業務執行

選任

〈三井住友海上火災保険株式会社〉

選任・監督

選任

選任

報告

報告

報告

報告 連携

監
査

監査

監査

報
告

選任

［内部監査部門］

監査役 ： 3名（常勤）
社外監査役 ： 3名（非常勤）

経営管理 モニタリング・内部監査

内部監査部（93名）

課題別委員会
・ ERM委員会
・ CSR委員会　　他

本部・部支店

【コーポレートガバナンスの体制】

2015年7月1日現在

・社外役員と経営陣・幹部社員との情報共有・意見交換の機
会の設定等の環境整備を行います。
・当社は、社外役員がその役割を果たすために必要な費用
を負担します。
・リスク情報等の速報が必要な情報については、社内外を
問わず全取締役・監査役に対して随時報告を行います。
・新任の社外取締役候補および社外監査役候補に対して
は、当社事業等に関する説明を実施しています。



33

M
S
&
A
D
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス 

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

三
井
住
友
海
上
の
経
営
に
つ
い
て

商
品・サ
ー
ビ
ス
体
制
に
つ
い
て

社
会
活
動

業
績
デ
ー
タ

会
社
概
要

M
S
&
A
D
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス 

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

三
井
住
友
海
上
の
経
営
に
つ
い
て

商
品・サ
ー
ビ
ス
体
制
に
つ
い
て

社
会
活
動

業
績
デ
ー
タ

会
社
概
要

MITSUI SUMITOMO INSURANCE DISCLOSURE 2015

指名、報酬決定の機能

1.監査役・監査役会
（1）監査役の責務
監査役は、株主の負託を受けた独任制の機関として取締
役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持
続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質なコーポ
レートガバナンス体制を確立する責務を負っています。

（2）監査役の権限と役割
各監査役は、業務および財産の調査権限等法令にもとづ
く権限を適切に行使し、監査役会で定めた監査の方針・計
画等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要
な決裁書類等の閲覧、本社、部支店、海外拠点および子会
社の調査等により、取締役の職務の執行を監査します。

（3）監査役会の構成と役割
・監査役の人数は、定款で定める6名以内とし、このうち半
数以上を、法令に従い社外監査役とします。監査役候補者
は、「取締役候補および監査役候補の選任基準（概要）」
（後掲）にもとづき、監査役会の同意の上、取締役会が選任
します。
・監査役会は、監査役からの職務遂行の状況の報告や役職
員からの監査に関する重要な事項についての報告を受け
るとともに、監査の方針および監査計画等を決定します。
・監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の選解任お
よび会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を
決定します。また、会計監査人の報酬等の決定について、
同意権を有します。

2.内部監査
・当社は、「MS&ADインシュアランス グループ 内部監査
基本方針」に則り、内部監査部門として独立した専門組織
を設置し、内部監査を実行しています。当社の内部監査部
門は、内部監査の結果等のうち、重要な事項を取締役会お
よび経営会議に報告します。また、当社監査部門は、監査
役の調査に協力しています。

3.会計監査人
・当社は、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任し
ています。なお、当該監査法人と当社との間には特別な利
害関係はありません。
・取締役会および監査役会は、会計監査人の適正な監査の
確保のため、適切な対応に努めます。
・監査役会は、会計監査人候補を適切に選定・評価するため
の基準を整備しています。会計監査人による適正な監査
の確保に向けて、その独立性、専門性等を有しているかに
ついて確認を行っています。

指名および報酬決定における透明性確保のため、取締役会
の内部委員会として「人事委員会」および「報酬委員会」を設
置しています。なお、各々の委員会は5名の委員で構成し、委
員および委員長は取締役会において選任しています。委員
の過半数および委員長は社外取締役から選任しています。
1.指名決定のプロセス
・社外取締役が過半数を占める持株会社の人事委員会での
審議および持株会社の取締役会の事前承認を経て、取締
役会は人事委員会の助言を受けて取締役候補・監査役候
補・執行役員等を選任します。監査役候補については監査
役会の同意を得るものとします。

・人事委員会は、当社の取締役・監査役・執行役員の候補者
等の重要な人事事項について審議し、取締役会に助言し
ます。

2.報酬決定のプロセス（役員の報酬等の額またはその算定方
法の決定に関する方針）
・各取締役の報酬等の額については、株主総会の決議によ
り定めた金額の範囲内で、業績向上に向けたインセン
ティブとしての機能、中長期的な企業利益・企業価値向上
への貢献、グローバル企業として競争力ある報酬水準な
どを勘案のうえ、透明性を確保するため社外取締役が過
半数を占める報酬委員会における審議を経たうえで、取
締役会の決議により決定することとしています。

・報酬委員会は、当社の取締役・執行役員の業績評価、報酬
等について取締役会に助言します。

・各監査役の報酬等の額については、株主総会の決議によ
り定めた金額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の
分担の状況、取締役の報酬等の内容および水準等を考慮
し、監査役の協議により決定することとしています。
・株主総会の決議により、取締役の報酬は年額7億5,000万
円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含みませ
ん）、監査役の報酬は年額1億4,000万円以内とする旨を
定めています。

3.業績連動報酬およびストックオプション制度
・役員報酬体系に業績連動報酬（会社業績・個人業績）を導
入しています。業績向上に対する役員の意識を高めるた
め、2014年度より役員報酬額に占める業績連動報酬の
割合を従来の約20％から約30％に引き上げました。

・2015年度より、業績向上による株価上昇および株価変動に
よるリスクを当社ならびに持株会社の役員と持株会社の
株主の皆さまとの間で共有することを目的として、取締役
（社外取締役を除きます。）を対象にストックオプション制
度を導入し、会社業績連動報酬（現金支給）の一部を、持株
会社の株式による支給（新株予約権の割当）に変更します。
・具体的な株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の
割当は、2016年度以降を予定しています。

監査の機能
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業務執行

取締役・監査役の選任基準および社外役員の独立性判断基準

業務執行にかかる会社経営上の重要事項に関する協議および関連部門の意見の相互調整を図ることを目的に、「機能別再編委
員会」「ERM委員会」「収益力向上委員会」「マーケティング戦略委員会」「事業投資モニタリング委員会」「システム投資委員会」
「CSR委員会」を設置しています。

経営方針、経営戦略等、経営に関する重要な事項について協議するとともに、執行役員による決裁事項について報告を受けるこ
とにより、具体的な業務執行のモニタリングを行います。

1.取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様
性および規模に関する考え方
・取締役会は、取締役13名（男性12名、女性1名）のうち3名
（男性2名、女性1名）、監査役6名（男性5名、女性1名）のう
ち3名（男性2名、女性1名）を社外から選任することで、経
営から独立した社外人財の視点を取り入れて監視・監督
機能を強化し、透明性の高い経営を行っています。いずれ
の社外役員も当社との間に持株会社の一般株主と利益相
反が生じるおそれがある人的関係、資本的関係、または取
引関係その他の利害関係はありません。
・社外役員は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性の
高い経営の確保に寄与しています。また、社外役員から法
律および会計等の専門家としての知識や経験にもとづく
アドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適
切に行うことが可能となる体制を確保しています。

経営会議

課題別委員会

課題別委員会 頻度 目的

機能別再編委員会 適宜 機能別再編に係る事項について、検討状況を確認するとともに、グループ会社間で戦略の調整
が必要な事項を協議します。

ERM委員会 年8回
程度 当社の収益性と健全性の両立を図るため、資本、リスク、リターンの一体的管理を実施します。

収益力向上委員会 年8回
程度

収支計画達成に向けた国内損害保険事業の達成構造の策定、進捗管理ならびに課題と対策の論
議を行います。

マーケティング戦略委員会 年4回
程度

経済・社会環境・産業政策等を踏まえたマーケットの分析、商品・チャネルの戦略、およびブ
ランド戦略の策定に向けた論議を行います。

事業投資モニタリング委員会 原則
年2回 事業投資のモニタリングを実施します。

システム投資委員会 年8回
程度 IT戦略および IT投資案件に関する総合的な協議・調整を行います。

CSR委員会 原則
年2回

企業価値向上・永続的発展のため、CSR取組の全体バランスの最適化・レベルアップと総合的
な進捗管理を行います。

2.取締役・監査役の選任基準および社外役員の独立性判断
基準
・社外取締役は社外取締役以外の取締役同様の会社法およ
び保険業法に規定された適格性の要件を充足するととも
に、金融行政官経験者、国際機関での要職経験者、弁護士、
学者等の専門性を備えたものとしています。
・社外取締役以外の取締役は、法的な適格性を充足すると
ともに、保険会社において豊富な業務経験を有し保険会
社の経営管理に携わっているなど、多様性・専門性の高い
経験を有し、リーダーシップの発揮により、経営理念を体
現すること、および法規制・社内諸規程等にも精通してい
ることを踏まえ選任しています。

・当社は、「取締役候補および監査役候補の選任基準（概要）」
（後掲）を策定し、その中で、社外役員を選任する際の当社
からの「独立性」について、次のとおり定めています。
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取締役候補および監査役候補の選任基準（概要）

⑤ 当社または当社の子会社が取締役を派遣している会
社の業務執行者

⑥ 当社または当社の子会社から役員報酬以外に過去3
年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財
産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家ま
たは法律専門家

⑦ 過去5年間において上記①から⑥のいずれかに該当
していた者

⑧ 過去に当社または当社の子会社の業務執行者であっ
た者（社外監査役にあっては、過去に当社または当社
の子会社の取締役であった者を含む。）

⑨ 上記①から⑧までに掲げる者の配偶者または二親等
内の親族

（4） 通算任期 
2015年4月1日以降に新たに就任する社外取締役およ
び社外監査役の通算任期を次のとおりとする。
① 社外取締役にあっては、4期4年を目処とし、最長8期

8年まで再任を妨げない。
② 社外監査役にあっては、原則として1期4年とするが、
最長2期8年まで再任を妨げない。

2. 社外取締役以外の取締役候補および社外監査役以外の
監査役候補 
次に掲げる要件を満たすこと。
・ 会社法が定める取締役、監査役の欠格事由に該当しない
こと。

・ 保険業法が定める保険会社の取締役、監査役の欠格事由
に該当しないこと。

・ 保険業法等が定める保険会社の常務に従事する取締役、
監査役の適格性を充足すること。

加えて、多様な経験や専門性の高い経験等を有し、リーダー
シップの発揮により企業理念を体現すること。

 1.  社外取締役候補および社外監査役候補 
次に掲げる要件を満たすこと。
・ 会社法が定める取締役、監査役の欠格事由に該当しない
こと。
・ 保険業法が定める保険会社の取締役、監査役の欠格事由
に該当しないこと。
・ 十分な社会的信用を有すること。
・ 社外監査役にあっては保険業法等が定める保険会社の監
査役の適格性を充足すること。
加えて以下（1）～（3）を満たすこと。
（1） 適格性 

会社経営に関する一般的常識および取締役・取締役会
の在り方についての基本的理解に基づき、経営全般の
モニタリングを行い、アドバイスを行うために必要な
次に掲げる資質を有すること。
・資料や報告から事実を認定する力
・問題およびリスク発見能力・応用力
・ 経営戦略に対する適切なモニタリング能力および助
言能力
・ 率直に疑問を呈し、議論を行い、再調査、継続審議、議案
への反対等の提案を行うことができる精神的独立性

（2） 専門性 
経営、経理、財務、法律、行政、社会文化等の専門分野に
関する知見を有し、当該専門分野で相応の実績を挙げ
ていること。

（3） 独立性 
次に掲げる者に該当しないこと。
① 当社、当社の親会社、当社の兄弟会社（当社の親会社の
子会社）または当社の子会社の業務執行者
②当社の親会社または子会社の取締役もしくは監査役
③ 当社を主要な取引先とする者（その直近事業年度にお
ける年間連結売上高の2%以上の支払いを、当社また
は当社の子会社から受けた者）またはその業務執行者
④ 当社の主要な取引先（当社の直近事業年度における連
結元受正味収入保険料（除く積立保険料）の2%以上
の支払いを当社に対して行った者）またはその業務執
行者
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コーポレートガバナンス・コードにおいて開示すべきとしている11原則の対応状況

原則1‒4　いわゆる政策保有株式
＜政策株式の保有に関する方針について＞
政策株式とは、運用収益の安定的な確保、資産価値の長期的
な向上および発行体等との総合的な取引関係の維持・強化
を目的として、長期保有を前提に投資する株式をいいます。
政策株式の保有に関する方針については次のとおりです。
①政策株式への投資にあたっては、発行体の財務状況、ガバ
ナンス、株価、株式の流動性、取引状況等を総合的かつ慎
重に判断します。
②政策株式にかかるポートフォリオの質を維持・向上する
ため、保有する銘柄の投資効率および信用・市場リスク等
を適切に管理します。

＜政策株式にかかる議決権行使について適切な対応を確保
するための考え方＞
（1）議決権行使の基本的な考え方 

当社は、議決権の行使は投資先企業の経営に影響を与
え、企業価値の向上につながる重要な手段と考えてお
り、定型的・短期的な基準のみで画一的に賛否を判断す
るのではなく、中長期的な企業価値向上、株主還元向上
につながるかどうか等の視点に立って判断を行います。 

（2）議決権行使のプロセス 
当社は、議決権行使にあたっては、投資先企業において
当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われ
ているか、反社会的行為を行っていないか等に着目し、
以下のような項目について議案ごとに確認を行います。
さらに必要に応じて個別に精査した上で、当該企業との
対話等の結果を勘案し、議案への賛否を判断します。 
・株主還元
・役員退職慰労金
・授権資本拡大
・買収防衛策
・事業再編　　　等
当社は、議決権行使にあたっては、上記のとおり、定型
的・短期的な基準のみで画一的に賛否を判断するのでは
なく、中長期的な視点での投資先企業の企業価値向上や
持続的成長を促す観点からの建設的な対話を行い、認識
の共有や問題の改善につなげていくことが重要である
と考えています。
従って、単なる議決権行使結果の集計の開示は、こうし
た当社のスチュワードシップ活動を必ずしも正確に表
すものではないと考えることから、議決権行使に係る不
賛同事例等を公表します。

当社は、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社傘下の中核事業会社として、より実効的なガバナン
ス向上を実現し持株会社の株主を含めたさまざまなステークホルダーに対する責務を果たすために、コーポレートガバナン
ス・コードの各原則（上場会社のみを想定した原則を除きます。）を実施します。

原則1‒7　関連当事者間の取引
「関連当事者間取引に係る手続きの枠組み」
当社は、関連当事者間の取引に関して、会社および株主共同
の利益を害することのないよう、複数の社外取締役を含む
取締役会において審議した上での承認事項としています。
また、①および②の事項について執行役員が行う場合は、取
締役会への報告を必要としています。
①取締役による他会社取締役、執行役および監査役の兼任
②取締役による競業取引ならびに役員と会社間の取引お
よび利益相反取引
③当社の重要な財産の処分および譲受

原則3‒1　情報開示の充実
（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画
「会社の目指すところ（経営理念等）」および「経営戦略、
経営計画」はディスクロージャー誌「三井住友海上の現
状2015」をご覧ください。

（2）本コード（原案）のそれぞれの原則を踏まえた、コーポ
レートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

 「コーポレートガバナンスに関する方針」（後掲）をご覧
ください。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当
たっての方針と手続
「指名、報酬決定の機能」（前掲）の「2.報酬決定のプロセ
ス」をご覧ください。

（4）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指
名を行うに当たっての方針と手続
「指名、報酬決定の機能」（前掲）の「1.指名決定のプロセ
ス」をご覧ください。

（5）取締役会が上記（4）を踏まえて経営陣幹部の選任と取締
役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名につ
いての説明
・経営陣幹部である取締役を兼務する執行役員の説明
は以下のとおりです。
保険会社において豊富な業務経験を有し、保険会社
の経営全般を的確かつ公正に監督できる知識・経験
を有していること。
・社外監査役以外の監査役の説明は以下のとおりです。
保険会社において豊富な業務経験を有し、保険事業
全般に通じており、取締役の職務の執行を的確かつ
公正に監査できる知識・経験を有していること。
・社外取締役、社外監査役の説明は以下のとおりです。
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氏名 選任の理由

社外取締役

西村 吉正 財政や金融に関する知識や経験を当社の経
営に反映していただくため。

宮島 司 法曹としての知識や経験を当社の経営に反
映していただくため。

弓削 昭子 国際機関における経験を当社の経営に反映
していただくため。

社外監査役

首藤 惠 経営や金融に関する知識や経験を当社の監
査に反映していただくため。

荒井 卓一
公認会計士として、財務および会計に関す
る相当程度の知見を有しており、当該知見
を当社の監査に反映していただくため。

西山 茂
公認会計士として、財務および会計に関す
る相当程度の知見を有しており、当該知見
を当社の監査に反映していただくため。

補充原則4‒1①　経営陣に対する委任の範囲
法令・定款に定める事項および経営戦略、資本政策等の経営上
の重要な事項を除いては、経営陣に権限を委譲しています。

原則4‒8　独立社外取締役の有効な活用
「業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境
等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なく
とも３分の１以上の独立社外取締役を選任すること
が必要と考える上場会社の、そのための取組み方針」
当社は、取締役13名（男性12名・女性1名）のうち3名（男性2
名、女性1名）の社外取締役を選任し、加えて社外監査役を3
名（男性2名、女性1名）選任することにより、取締役会で社外
取締役および社外監査役の知見を得ながら実効性のある審
議を行っています。また、各部門を担当する取締役が出席す
ることで、より深みのある審議を可能としています。

原則4‒9　社外取締役となる者の独立性判断基準お
よび資質
「取締役候補および監査役候補の選任基準（概要）」（前掲）を
ご覧ください。

補充原則4‒11①　取締役会のメンバーのバランス・
多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関す
る方針・手続き
・「取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する
考え方」については、「監督の仕組み（取締役会）」（前掲）の
「取締役会の構成」をご覧ください。
・「取締役の選任に関する方針・手続き」については、「指名、
報酬決定の機能」（前掲）をご覧ください。

補充原則4‒11②　社外役員の兼任状況
社外役員の兼任状況は以下のとおりです。

氏名 重要な兼職

社外取締役

西村 吉正 －

宮島 司

慶應義塾大学法学部教授、ヒューリック株
式会社（社外取締役）、株式会社ミクニ（社
外監査役）、大日本印刷株式会社（社外取
締役）

弓削 昭子 法政大学法学部国際政治学科教授

社外監査役

首藤 惠
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教
授、株式会社アサツーディ・ケイ（社外監
査役）

荒井 卓一 －

西山 茂
早稲田大学大学院商学研究科教授、ピジョ
ン株式会社（社外監査役）、アステラス製
薬株式会社（社外監査役）

補充原則4‒11③　取締役会全体の実効性について
分析・評価
取締役会は、取締役会全体の実効性について分析・評価を定
期的に実施し、その結果の概要を公表するものとします。ま
た、取締役会全体の実効性を評価する具体的な枠組みにつ
いての方向性を決定していきます。

補充原則4‒14②　取締役・監査役に対するトレーニ
ングの方針
「取締役および監査役のサポート体制・トレーニング」（前掲）
をご覧ください。

原則5‒1　株主との建設的な対話に関する方針
当社の株主は、MS&ADインシュアランス グループ ホール
ディングス株式会社（以下「持株会社」）です。持株会社の本
原則の対応状況は、持株会社ホームページ（http://www.ms-
ad-hd.com/company/governance/corporate.html）に掲載
の「コーポレートガバナンス報告書」をご覧ください。
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コーポレートガバナンスに関する方針

第1章　 当社のコーポレートガバナンスに関する 
基本的な考え方

1.  当社は、MS&ADインシュアランス グループ（以下「グ
ループ」）の中核事業会社として、グループの経営理念
（ミッション）、経営ビジョン、行動指針（バリュー）のも
と、経営資源の効率的な活用と適切なリスク管理を通
じ、グループの長期的な安定と持続的成長を実現するた
め、MS&ADインシュアランス グループ ホールディング
ス株式会社（以下「持株会社」）の株主を含めた様々なス
テークホルダーの立場を踏まえ、透明性と牽制機能を備
え、加えて透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うた
めの経営体制を構築し、企業価値の向上に努めます。

2.  そのため、当社は、「三井住友海上 行動憲章」を全役職員
へ浸透させるよう努めるとともに、コーポレートガバナ
ンス、コンプライアンス、リスク管理等を経営の重要課
題として位置づけ、積極的に取り組みます。

3.  なお、当社は、完全親会社である持株会社との間で経営
管理契約を締結し、持株会社から経営に関する助言等を
受けています。

第2章　ステークホルダーとの関係
1.  当社は、経営理念（ミッション）を実現させるため、
「MS&ADインシュアランス グループのCSR取組みの考
え方」に基づき、7つのステークホルダー（お客さま、持株
会社の株主、代理店、取引先、社員、地域社会・国際社会、環
境）への責任を果たし持続的に企業価値を向上させてい
きます。

2.  MS&ADインシュアランス グループのCSR取組みの考
え方

 ・ MS&ADインシュアランス グループは、経営理念の実
現に向け、あらゆる事業活動において環境や社会との
相互影響を考慮し行動することを通じて、企業価値の
向上を図るとともに、持続可能で強くしなやかな社会
づくりに貢献します。

 ・ ステークホルダーとの積極的な対話を通じて社会的
課題への認識を深め、安心・安全、健康で豊かな未来に
資する高品質で付加価値の高い商品・サービスを提供
します。

三井住友海上火災保険株式会社（以下「当社」という。）は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や枠組みを示す
ことを目的として、コーポレートガバナンスに関する方針を定めます。

3.  各々のステークホルダーに対する取組内容
  以下の取組みにより、ステークホルダーに対し責任を果
たしていきます。

 ・ お客さま：期待に応える品質の商品・サービスを提供
する。

 ・ 持株会社の株主：適切な情報開示、適正な利益還元を
行う。企業価値を向上させる。

 ・ 代理店：パートナーとして、ともに成長する。
 ・ 取引先：健全な関係を保ち、協力して社会的責任を果

たす。
 ・ 社員：働きやすい環境、働きがいを実感し成長してい

く機会を提供する。
 ・ 地域社会・国際社会：社会の一員として、その持続的発

展に寄与する取組を実行する。
 ・ 環境：地球環境の保全に取組む。

4.  お客さまの声を聴く仕組み
  当社では「お客さまの声対応方針」を策定し、お客さまか
らいただく「相談」「要望」「苦情」などのさまざまな声を広
く受け止め、品質向上に活かします。

5. 内部通報制度
  当社では、組織または個人による違法・不正・反倫理的行
為について、当社および子会社のすべての社員が直接通
報できるグループ内部通報制度を整備し、当社の取締役
会はその運用状況を適切に監督します。

6. ダイバーシティの推進
  当社は、グローバルな環境変化を意識したグループ経営
を進めるため、女性活躍推進や障がい者雇用促進等をは
じめ、性別・国籍、障がいの有無を問わず多様な価値観を
持つ社員一人ひとりが能力を発揮できる機会および環
境の整備・拡充を目指します。

7. 政策保有株式
  当社および株式保有先企業の中長期的な企業価値の向
上に資する観点から、株式の政策保有に関する方針およ
び政策保有株式にかかる議決権の行使に関する方針を
定めています。
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第3章　当社のコーポレートガバナンス態勢
1. 当社の機関構成
 ・ 当社は、監査役会設置会社として、取締役会および監

査役の双方の機能の強化、積極的な情報開示等を通
じ、ガバナンスの向上に取り組みます。

 ・ 取締役会の内部委員会として、委員会の過半数および
委員長を社外取締役とする「人事委員会」および「報酬
委員会」を設置し、実効性と透明性の高いコーポレー
トガバナンス態勢を構築します。

2. 取締役会の役割
（1）  取締役会は、法令・定款に定める事項のほか、経営戦略、

資本政策等の経営上の重要な事項について論議・決定
するとともに、取締役、執行役員の職務の執行を監督し
ます。

（2）  取締役会は、健全性を基盤とした成長の持続と収益性・
資本効率の向上を実現し、中長期的な企業価値の向上
を目指します。

（3）  取締役会は、迅速な意思決定と適切なモニタリングを
両立させるため、執行役員制度を導入し、執行役員への
業務執行権限の委譲を進め、迅速な業務執行を行うと
ともに、経営意思決定および監督を担う「取締役会」と
業務執行を担う「執行役員」の役割を明確化して、経営
管理の強化を図ります。

（4）  執行役員は、取締役会より委ねられた業務領域の責任
者として業務執行を行い、その業務執行状況について
取締役会に報告します。

3. 取締役会の構成
（1）  取締役会は、多様な知見と専門性を備えたバランスの

取れた構成とし、実質的な論議を可能とするため、取締
役の員数は定款で15名以内とし、取締役候補者は、「取
締役候補および監査役候補の選任基準」に基づき選任
します。

   また、社外取締役を2名以上選任するものとし、経営か
ら独立した視点を取り入れ、監視・監督機能を強化し、
透明性の高い経営を行います。

（2）  社外取締役に期待する役割は次のとおりです。
 ・ 経営の方針や経営改善について、自らの職歴や経歴、

知識等に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的
な企業価値の向上を図る、との大局的な観点から意見
を述べること。

 ・ 取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行う
こと。

 ・ 会社と経営陣（注）等の関連当事者との間の利益相反を
監督すること。

 ・ 経営から独立した立場で、持株会社の株主をはじめと
するステークホルダーに対する説明責任が果たせる
か、という観点等から牽制機能を果たすこと。

     （注）当社の取締役・監査役・執行役員の総称（以下同じ）

4. 取締役会の運営
（1）  取締役会の決議
   取締役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除

き、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数を
もって行います。

（2） 取締役会の運営
 ・ 取締役会の議題、審議時間および開催頻度は、重要な

業務執行の決定および職務執行の監督のために、必要
かつ十分な議論が可能になるように設定します。

 ・ 取締役会において意義のある意見、指摘および質問が
行われるよう、出席者の事前準備に要する期間に配慮
して、取締役会の議案の送付または説明に努めます。

 ・ 取締役会の年間スケジュールや予想される議事につ
いて予め決定します。

5. 取締役会の評価
  取締役会は、取締役会全体の実効性について分析・評価
を定期的に実施し、その結果の概要を公表するものとし
ます。

6. 監査役・監査役会
（1） 監査役の責務
  ・ 監査役は、株主の負託を受けた独任制の機関として

取締役の職務の執行を監査することにより、企業の
健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える
良質なコーポレートガバナンス体制を確立する責務
を負っています。

（2） 監査役の権限と役割
  ・ 各監査役は、業務および財産の調査権限等法令に基

づく権限を適切に行使し、監査役会で定めた監査の
方針・計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ
の出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社、部支店、海外
拠点および子会社の調査等により、取締役の職務の
執行を監査します。

（3） 監査役会の構成と役割
  ・ 監査役の人数は、定款で定める6名以内とし、このう

ち半数以上を、法令に従い社外監査役とします。 
監査役候補者は、「取締役候補および監査役候補の選
任基準」に基づき、監査役会が同意の上、取締役会が
選任します。

  ・ 監査役会は、監査役からの職務遂行の状況の報告や
役職員からの監査に関する重要な事項についての報
告を受けるとともに、監査の方針および監査計画等
を決定します。

  ・ 監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の選解
任および会計監査人を再任しないことに関する議案
の内容を決定します。また、会計監査人の報酬等の決
定について、同意権を有します。
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7. 会計監査人
  取締役会および監査役会は、会計監査人の適正な監査の
確保のため、適切な対応に努めます。

8.  取締役および監査役のサポート体制・トレーニング
  取締役および監査役がその役割や責務を実効的に果た
すために、当社は以下のとおり必要な社内体制を整備し
ます。

（1）  社外取締役・社外監査役（以下「社外役員」）に対し、取締
役会の事務局に各社外役員の担当者を配置し、取締役
会に付議される議事の事前説明を行うなどのサポート
体制を整備します。

（2）  取締役および監査役に対し、就任時および任期中継続
的に情報提供・研修を行うための体制を整備します。

（3）  社外役員と経営陣・幹部社員との情報共有・意見交換の
機会の設定等の環境整備を行います。

（4）  当社は、社外役員がその役割を果たすために必要な費
用を負担します。

9. 経営会議
  経営方針、経営戦略等、経営に関する重要な事項につい
て協議するとともに、執行役員による決裁事項について
報告を受けることにより、具体的な業務執行のモニタリ
ングを行います。

10. 指名決定のプロセス
  ・ 社外取締役が過半数を占める持株会社の人事委員会

での審議および持株会社の取締役会の事前承認を経
て、取締役会は人事委員会の助言を受けて取締役候
補・監査役候補・執行役員等を選任します。監査役候
補については監査役会の同意を得るものとします。

  ・ 人事委員会は、当社の取締役・監査役・執行役員の候
補者等の重要な人事事項について審議し、取締役会
に助言します。

  ・ 人事委員会は3名以上の委員により構成します。
  ・ 委員の過半数および委員長は社外取締役とし、取締

役会が選任します。

11. 報酬決定のプロセス
（1） 取締役の報酬
  ・ 各取締役の報酬等の額については、株主総会の決議

により定めた金額の範囲内で、報酬委員会における
審議を経たうえで取締役会の決議により決定しま
す。

  ・ 報酬委員会は、当社の取締役・執行役員の業績評価、
報酬等について取締役会に助言します。

  ・ 報酬委員会は3名以上の委員により構成します。
  ・ 委員の過半数および委員長は社外取締役とし、取締

役会が選任します。

（2） 監査役の報酬
  ・ 各監査役の報酬等の額については、株主総会の決議

により定めた金額の範囲内で、監査役の協議により
決定します。

12. 社外役員連絡会
  ・ 取締役会における論議をさらに活性化させるため

に、経営に関する重要事項を社外役員に説明し、社外
役員の間で情報交換・認識共有を図ることを目的と
して社外役員連絡会を設置しています。

  ・ 社外役員連絡会は、社外役員および経営企画部担当
役員により構成します。

  ・ 経営企画部担当役員は、経営に関する重要事項等の
説明者の立場で参加し、経営陣との連絡・調整や監査
役または監査役会との連携等の機能を果たします。

13. 課題別委員会
   業務執行にかかる会社経営上の重要事項に関する協議

および関連部門の意見の相互調整を図ることを目的
に、「機能別再編委員会」「ERM委員会」「収益力向上委員
会」「マーケティング戦略委員会」「事業投資モニタリン
グ委員会」「システム投資委員会」「CSR委員会」を設置
しています。

第４章　適切な情報開示
  ・ 当社は、持株会社が定める「ディスクロージャー基本

方針」に則り、法令および金融商品取引所の定める開
示ルールの徹底を図るとともに、それぞれのステー
クホルダーが、公平に、正しく、かつ速やかに重要情
報を認識できるよう、情報開示を行います。

  ・ 当社は、ニュースリリース、当社ウェブサイトなどを
通じ、お客さま、株主、投資家などの皆さまに情報が
伝達されるよう配慮を行います。

附則
本方針の改廃は取締役会の決議によります。

以上
2015年6月22日制定


